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PART１ １．受講目標

２．安全配慮義務を考える

PART２ ３．ラインによるケアとは何か

PART３ ４．部下とのコミュニケーションを考える

（２）アサーション

（３）傾聴

PART４ ５．活力ある職場とは



１．受講目標
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・メンタルヘルス対策のキーパーソンは

管理監督者であることを再確認する

・メンタル不調の発生しにくい職場、および

不調に気づきやすい職場を作れる



２．安全配慮義務を考える
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・コンプライアンスとＣＳＲの観点からも健康

リスクマネジメントが求められている

・メンタルヘルス不調者は発生は、職場の

大きなコストとリスク

・ラインによるケアは最も効果的なメンタル

対策

・安全（健康）配慮義務の履行が重要！
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損害賠償請求事件

電通事件（最高裁Ｈ１２年３月２４日）

従業員：Ａさん（男性、24歳）
Ｘ年４月：入社

８月～：午前１～２時頃に帰宅したり、会社に泊まる日が増える。
Ｘ＋１年3月：上司が、帰宅して睡眠を取り、翌朝早く出勤して仕事するよう指導。

７月～8月：朝６～7時頃帰宅、8時頃すぐに自宅を出るように。休日もほぼ出社。
睡眠不足、疲労困憊、抑うつ状態。上司に、眠れない、自信がないなど言う。

8月：自宅にて自殺。

判決：①会社は死亡による賠償責任を負う。②Ａの病前性格は賠償額減額理由にならない。
→高等裁判所に差し戻し。約１億６８００万円で和解。

判決理由：上司はＡが恒常的に著しく長時間業務していたこと、健康状態が悪化しているこ
とを認識していたのに、負担軽減措置を講じなかった。

ポイント：最高裁が初めて過重労働と自殺の因果関係を認めた、また、会社は精神疾患
についても配慮義務があると判断した判例。最高裁は、上司の指導では足りず、業務量
を適正に調整するべきだったと指摘。また、本人の適性を判断し、配置先や業務内容を
定めるべきで、性格も考慮できると指摘。



安全配慮義務について
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～2008年 民法１条２項の信義則が根拠
2008年3月～
労働契約法（５条）「使用者は、労働契約に伴い、労働者に対して、労働
者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必
要な配慮をするものとする」

判決で認められてきた内容
（1）健康状態、精神状態等に留意し、過度なストレスにより自殺をする

ことがないように注意すべき義務
（2）長時間過酷な労働とならないように配慮すべき義務
（3）管理職が業務実態を把握し、業務を軽減するなどの措置を講ずる義務
（4）イジメ行為を防止する義務
（5）就労環境を整える義務
（6）健康診断実施義務
（7）復職にあたり、残業及び宿日直勤務を禁じ、作業量及び作業時間を

制限すべき義務
（8）健康状態を増悪させないようにする義務
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○労働実態の把握

○適正な労働条件で働かせる

安全配慮義務履行のポイント

安全配慮義務違反が問われるポイント

○予見可能性

○結果回避可能性
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管理監督者は、メンタルヘルス対策のキーパーソン！

・部下の出退勤時間や業務内容や状況を具体的に把握できる
ので、問題に気づきやすい。

・毎日部下の様子を直接見ることができるので、「いつもと違う」部
下に早期に気づき対処しやすい。

・業務内容や量を調整する権限があり、問題改善を行いやすい。

・心身の不調者には声を掛け、受診や休業を助言、または命令
することができる。

・業務状況や健康状態について相談を受ける立場になれる。
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PART１ １．受講目標

２．安全配慮義務を考える

PART２ ３．ラインによるケアとは何か

PART３ ４．部下とのコミュニケーションを考える

（２）アサーション

（３）傾聴

PART４ ５．活力ある職場とは

引き続き他のPARTもご視聴ください。




